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社協だより 社会福祉法人

白浜町社会福祉協議会
【本部事務所】〒649-2324   白浜町十九渕274番地の1

TEL: 0739-45-2711   FAX: 0739-45-2777
E-mail: info@shirahama-syakyo.jp
【日置川支部】〒649-2511  白浜町日置197番地の1
高齢者生活福祉センター夢の里内
TEL: 0739-52-2111　FAX: 0739-52-2666
E-mail: hikigawa@shirahama-syakyo.jp
ホームページ : http://www.shirahama-syakyo.jp/ 
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地域での住民同士の支え合い活動の推進

　高齢化や人口減少が進行している日本では、福祉ニーズも多様化・複雑化しています 。

　人口減による担い手の不足や、 血縁、地縁、社縁といったつながりが弱まっている現状を踏まえ、人と人、人

と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える新たなアプローチが求められています。

　地域での住民同士の助け合い活動の一つとして

　◆高齢者等介護者支援員派遣事業

　　高齢者などの居宅に介護者支援員を派遣し、話し相手や見守りを行うことにより、高齢者などを介護する家

　　族や関係者の休息時間を確保し、介護負担の軽減を図ります。

　　※本事業は介護などの直接的な支援を行うものではありません。

　　※利用要件および支援員活動などの詳細については、本会（☎４５－２７１１）までお問い合わせください。

令和７年度　赤い羽根共同募金　歳末たすけあい募金に

ご協力ありがとうございました。

～共同募金は皆さんが住むまちの福祉活動に使われています～

今年度もたくさんのご寄付に心より感謝申し上げます。

◆赤い羽根共同募金　　　募金総額　１，９４３，８４３円

　ご協力いただいた募金は、すべて和歌山県共同募金会へ送

金しました。次年度（令和８年度）に、社会福祉協議会事業

をはじめとする民間社会福祉事業のために配分されます。

◆歳末たすけあい募金　　募金総額　１，７３０，９０７円

　昨年１０月１日から実施しました「令和７年度共同募金運動」では、町民の皆さまから温かいご協力

を賜わり、誠にありがとうございました。

　また、大変お忙しいところ募金活動にご尽力いただきました福祉委員の皆さま、町内会・区会の班長

さま、役員さまありがとうございました。白浜町の募金結果についてご報告します。
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福祉相談所設置日程
 午後 1 時 30 分から 3 時（事前予約制）
1 人約 15 分程度の相談となります。
☎ 45-2711（白浜支部）
☎ 52-2111（日置川支部）

【 時 間 】

【予約・相談】

日程
 3月2日（月）
 3月23日（月）
 4月6日（月）

日程
 3月18日（火）
 4月22日（水）

内容
財産・登記
成年後見

財産・登記
内容
人権
法律

会場

高齢者生活福祉センター

会場

本部事務所

日
置
川

白
浜

※社協だよりは、共同募金配分金や社協会費等を活用して掲載しています。

　本会の法律相談の再開に伴い、相談をご希望の皆

さまは下記内容をご確認のうえ、本会までお申込み

ください。

◆開催日　４月８日（水）　・定員　８人

◆場　所　白浜町社会福祉協議会本部事務所

◆予約受付期間　３月３０日（月）～４月７日（火）正午

※予約の際に、「氏名」「連絡先」「相談内容」をお

伺いします。訴訟などの関係により、相談をお受け

できない場合がございますので、ご了承ください。

白浜地区４月の法律相談について白浜地区４月の法律相談について

４月から の福祉総合相談
曜日・時間・予約方法が変更になります

　４月から法律相談を再開します。このたびの法律相談再開に伴い、相談にご協力いただく弁護士、開催曜日・

時間、予約方法が変更となります。また、法律相談、財産・登記相談が完全予約制となりますので、皆さまのご

理解とご協力をお願いします。

１．各相談の開設日程について

【曜日などが変更になる相談】　※おおむね水曜日の開催に変更しているもの

【曜日などの変更が無い相談】　※現行どおり月曜日の開催となるもの

※祝祭日や運営上の都合により、開催曜日ならびに開催週が変更になる場合がありますのでご了承ください。

　なお、直近の開設状況は、広報やホームページで確認いただくか、本会までお問い合わせください。

２．相談時間ならびに開設時間について

　相談時間は、１相談あたり１５分とさせていただきます。複数人で来られる場合も、１５分となります。

　相談所開設時間は午後１時３０分から午後３時３０分です。相談は、午後１時３０分から順に受け付けを行い、

時間指定はできませんのでご了承ください。

３．その他（相談予約、お問い合わせなど）

　相談予約は、相談所開設日の本会前営業日の正午までにお願いします。予約がない場合、法律相談、財産・登

記相談は中止となりますので、ご了承ください。

　その他、福祉総合相談に関するお問い合わせは、本会本事務所（☎４５－２７１１）までお願いします。

場所 備考

青少年研修センター 奇数月の第２水曜日

社会福祉協議会本部事務所 偶数月の第２水曜日

高齢者生活福祉センター 偶数月の第４水曜日

（1）弁護士による法律相談

場所 備考

社会福祉協議会本部事務所 偶数月の第３水曜日

高齢者生活福祉センター 奇数月の第３水曜日

（2）人権擁護委員による人権相談

場所 備考

社会福祉協議会本部事務所 毎月第１月曜日

（3）司法書士による財産・登記相談

場所 備考

社会福祉協議会本部事務所 奇数月の第４月曜日

高齢者生活福祉センター 偶数月の第４月曜日

（4）社会福祉協議会による成年後見制度相談


